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令和８年７月１日申請分からパスポートの手数料が変わります 

～窓口混雑等が予想されるため、パスポートの申請は余裕を持って！！～ 
 

 令和８年５月７日、「旅券法の一部を改正する法律」が公布され、続いて５月２２

日、手数料の額を定めた旅券法施行令が公布されました。新しい手数料の額は、７月

１日午前０時以降の申請分から適用されます。 

 

 手数料の改定に伴い、７月１日以降に申請する方が大幅に増加し、旅券（パスポー

ト）窓口が混雑することが予想されます。申請数が旅券作成可能数を上回る可能性が

高く、７月１日以降の申請は、電子申請でも窓口申請でも、申請が受理された日から

交付されるまで約１か月を要するとお考えください（通常は約２週間）。 

 ＜注：電子申請で補正等が必要となる場合、申請者による対応が完了するまで審査

は中断します。＞ 

 

 このため、この夏に海外渡航を予定している方は、６月までに旅券（パスポート）

を受け取れるよう、十分な時間的余裕を持って申請してください。 

 

 なお、市町村窓口での申請・交付では渡航（出発）に間に合わない方を対象として

県が実施している早期発給は引き続き受け付けますが、７月１日以降は市町村窓口で

の申請と同様に混雑と発行の遅れが予想されます。また、受付は予約制で、申し込み

多数の場合ご希望の日時に受付できないことがあります。 

 

旅券発給手数料額表（現行及び改定後） 

 


